
平成29年度支部長研究会

日 程 表

実 施 内 容月｜日｜曜
17:3016:20 16:3014f20 14日3012:0(） 13:()010:50 11：00

説明と意見交換
「支部の経理」

説明と意見交換
「組織課題と支部運営」

説明と意見交換
「支部の危機管理」

講演
「支部長の司法行政」

所
長
挨
拶

経理局参事官
香村直樹

情報政策課参事官
橋爪 信

総務局参事官
福家康史

総務局第一課長
清藤健一
人事局総務課長
和波宏典

最高裁事務総長
今崎幸彦

231火

裁判所職員総合研修所と合同実施

(司法研修所別館で実施）
17?3013:3011;50 12:00 126309:50

共同研究

冒頭説明

｢裁判所の組織」

共同研究

「支部運営における本庁との連携について」
（班別討議→全体討議）

講演と演習
「マネジメントの基礎理論」

※241水

｜ ■
■ ■■■

5

司研教官

16:10 16:5016:0010t00 11:30 12:30

研修のまとめ共同研究

「平素の支部運営について」

東京地裁部総括判事
永渕健一

長野地裁松本支部長判事
松山昇平
那覇地裁名護支部判事
岩崎雄亮
司研教官（司会）
杜下弘記

講演
「人権擁謹について」

司研教官

法務省人権擁護局長
萩本 修

251木

■

※合同懇談会を予定



平成29年度支部長研究会

日程表兼研究会場等一覧

実 施 内 容月｜日｜曜
17;3014:30 16t20 l6g3010:50 129()0 13:00 14:2011：00

説明と意見交換
「支部の経理」

説明と意見交換
「支部の危機管理」

説明と意見交換
「組織課題と支部運営」

所
長
挨
拶

講演

「支部長の司法行政」

経理局総務課長
一場康宏

情報政策課参事官
橋爪 信

総務局参事官
福家康史

総務局第一課長
清藤健－
人事局総務課長
和波宏典

最高裁事務総長
今崎幸彦

231火

}’ 【3階第2研究室】

’ ’
裁判所職員総合研修所と合同実施

(司法研修所別館で実施）
17:3011:50 12;00 一一丑2330 13;309$50

共同研究

冒頭説明

｢裁判所の組織」

講演と演習
「マネジメントの基礎理論」

共同研究

「支部運営における本庁との連携について」
（班別討議→全体討議） ※241水

■
。■

反
LJ

司研教官 、〆 、〆

）I 【3階大研究室】【3階大研究室
ノk _ノ心

lOf00 16:00 16:10 16:5011：30 12:30

研修のまとめ共同研究

「平素の支部運営について」

東京地裁部総括判事
永渕健一
長野地裁松本支部長判事
松山昇平
那覇地裁名護支部判事
岩崎雄亮
司研教官（司会）
杜下弘記

講演
「人権擁護について」

司研教官

法務省人権擁護局長
萩本 修

251木

］ ’ ’｛ 【4階第8演習室】【4階第8演習室】

’
※合同懇談会を予定（18:00～19:20） 【1階多目的室】

(班別討蟻）
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(全体酎艤）

【8階大研究室】

【3階第2研究室】



平成29年度支部長研究会

参加者名簿
高裁管内 執 務 庁 備 考氏 名

東京 千葉地家裁一宮支

水戸地家裁日立支

水戸地家裁龍ケ崎支

水戸地家裁麻生支

前橋地家裁太田支

静岡地家裁掛川支

甲府地家裁都留支

長野地家裁上田支

新潟地家裁高田支

神戸地家裁伊丹支

神戸地家裁社支

大津地家裁彦根支

和歌山地家裁新宮支

津地家裁伊賀支

津地家裁伊勢支

岐阜地家裁大垣支

金沢地家裁小松支

金沢地家裁七尾支

富山地家裁高岡支

広島地家裁尾道支

広島地家裁三次支

山口地家裁周南支

福岡地家裁直方支

福岡地家裁柳川支

佐賀地家裁武雄支

佐賀地家裁唐津支

長崎地家裁大村支

長崎地家裁島原支

長崎地家裁平戸支

大分地家裁中津支

熊本地家裁山鹿支

熊本地家裁阿蘇支

熊本地家裁八代支

鹿児島地家裁加治木支

那覇地家裁石垣支

高
神
國
相
作
新
大
仁
石
原

大 輔

温 子

晴 子

千 尋

れい子

博 士

慎 吾

佳 海

憲 一

司

誠 二

克 明

啓 介

貴 寛

康 博

なおみ

尚 行

浩 明

俊 郎

治 也

敦

格 之

敬 二

隆 －

聡 介

将 紀

広 臣

秀 雄

麻 子

真 一

薫

悠

明 夫

崇 洋

隆太郎

原
田
分
澤
原
城
伴
藤
田

大阪

崇 島
江
野
川
藤
野
下
谷
藤
信
藤
口
井
本
田
田
川
賀
林
井
間
木
添

入
小
小
伊
細
宮
熊
遠
秋
齊
山
向
坂
池
和
宮
古
小
澤
數
鈴
竹
田
關

名古屋

広島

福岡

之脇



高裁管内 執 務 庁 氏 名 備 考

仙台 秋田地家裁大館支

秋田地家裁大曲支

青森地家裁五所川原支

函館地家裁江差支

旭川地家裁留萌支

旭川地家裁稚内支

釧路地家裁網走支

釧路地家裁根室支

高松地家裁丸亀支

徳島地家裁阿南支

高知地家裁須崎支

高知地家裁安芸支

松山地家裁大洲支

松山地家裁西条支

徳 井

後 藤

舘

布 施

田 岡

濱 岡

渡 貫

鈴 木

三 上

加 藤

手 塚

北 村

佐々木

田 中

真
郎
郎
士
征
平
太
子
子
貴
成
美
憲
隆

時
一
理

英
洋
雄
薫
恭
昭
一
乃
隆
久
隆
一

札幌

高松

合計49人



(別紙第2）

平成29年度管理者研究会（支部運営）参加者名簿

名簿
番号
所属庁 官 職 氏 名

1 横浜地裁
民 事

次席書記官
植松明夫

2 横浜家裁
次 席
家裁調査官

佐藤 潔

3 さいたま家裁
少 年
次席書記官

白倉純一

4 千葉家裁
次 席
家裁調査官

宮崎 聡

5 水 戸 地裁
民 事

次席書記官
高 瀬美喜男

6 水 戸 家裁
次 席
家裁調査官

河西 滋

7 宇都宮地裁
民 事
次席書記官

岡崎 格

8 宇都宮家裁
次 席
家裁調査官

宮崎浩幸

9 前橋地裁事務局次長 宮澤康弘

10 静岡地裁事務局次長 青柳年泰

11 静岡家裁
次 席
家裁調査官

佐藤和英

12 長野家裁事務局次長 大沼 剛

13 新潟地裁
民 事
次席書記官

藍木陽一

14 新潟家裁事務局次長 田崎徳行

15 大阪地裁
民 事
次席書記官

西森公治

16 京都地裁
刑 事
次席書記官

加瀬大介

17 神 戸 地裁
民 事
次席書記官

山本政子

18 神 戸 家裁
次 席
家裁調査官

立岡佳子

19 奈良地裁事務局次長 藤本昌彦

20 和歌山地裁事務局次長 安達正広

21 名古屋家裁
次 席
家裁調査官

北林 悟

22 岐阜地裁
刑 事
次席書記官

豊吉 健

23 福井家裁
次 席
家裁調査官

白崎彰悟

名輝
番号
所属庁 官 職 氏 名

24 金沢地裁事務局次長 橋本昌也

25 広島地裁事務局次長 清家和人

26 岡山地裁
民 事
次席書記官

矢原洋二

27 岡山家裁
次 席
家裁調査官

森 拓二郎

28 福岡地裁
民 事
次席書記官

高尾光浩

29 長崎家裁
次 席
家裁調査官

柿澤秀樹

30 大分家裁事務局次長 福田興児

31 熊本地裁
刑 事
次席書記官

後藤浩文

32 鹿児島地裁事務局次長 小中野 浩

33 那覇家裁
次 席
家裁調査官

有留茂已

34 福島家裁
次 席
家裁調査官

松山富晴

35 福島家裁次席書記官 鈴木 靖

36 福島家裁事務局次長 平泉信次

37 盛岡家裁
次 席
家裁調査官

板橋 毅

38 青森地裁事務局次長 秋 元 学

39 札幌地裁事務局次長 丸山又生

40 札幌家裁
次 席
家裁調査官

飯野治彦

41 札幌家裁
家 事
次席書記官

平野裕章

42 釧路地裁事務局次長 山田和彦

43 徳島地裁
民 事
次席書記官

阪上俊雄

44 高 知地裁事務局次長 中條一郎

45 高知家裁
次 席
家裁調査官

矢野英男



平成29年度支部長研究会
（班別名簿）平成29年度管理者研究会（支部運営）

講演と演習「マネジメントの基礎理鯖」
共同研究冒頭説明「裁判所の組織」
共同研究「支部運営における本庁との連携について」
［5月24日 （水） 9：50～17：30］

【1垂】第1演習室 【2班】第1演習室

【3変】第1演習室 【4班】第2演習室

【5斑】第2演習室 【6斑】第2演習室

所属庁等 官 職 氏 名

前橋地家裁
太 田 支
裁判官 作原れい子

神戸地家裁
伊 丹 支
裁判官 原 司

富山地家裁
高 岡 支
裁判官 遠藤俊郎

佐賀地家裁
武雄 支
裁判官 池田聡介

さいたま家裁
少 年
次席書記官
白倉純一

大阪地裁
民 事

次席書記官
西森公治

名古屋家裁
次 席
家裁調査官

北林 悟

札幌地裁 事務局次長 丸山又生

所属庁等 官 職 氏 名

水戸地家裁
龍ケ崎支
裁判官 國分晴子

広島地家裁
尾 道 支
裁判官 秋信治也

熊本地家裁
八 代 支
裁判官 竹添明夫

高松地家裁
丸 亀 支
裁判官 三上乃理子

横浜地裁
民 事

次席書記官
植松明夫

千葉家裁
次 席
家裁調査官

宮崎 聡

神 戸 家裁
次 席
家裁調査官
立岡佳子

金沢地裁 事務局次長 橋本昌也

所属庁等 官 職 氏 名

岐阜地家裁
大 瑁

一 支
裁判官 細野なおみ

山口地家裁
周 南 支
裁判官 山口格之

大分地家裁
中 津 支
裁判官 澤井真一

松山地家裁
西 条 支
裁判官 田中一隆

水 戸 家裁
次 席
家裁調査官

河西 滋

神 戸 地裁
民 事
次席書記官
山本政子

広島地裁 事務局次長 清家和人

所属庁等 官 職 氏 名

長野地家裁
上 田 支
裁判官 仁藤佳海

新潟地家裁
高 田 支
裁判官 石田憲一

大津地家裁
彦根 支
裁判官 入江克明

秋田地家裁
大 館 支
裁判官 徳井 真

横浜家裁
次 席
家裁調査官

佐藤 潔

京都地裁
刑 事
次席書記官
加瀬大介

福岡地裁
民 事

次席書記官
高尾光浩

福島家裁 事務局次長 平泉信次

所属庁等 官 職 氏 名

甲府地家裁
都 留 支
裁判官 大伴慎吾

津地家裁
伊勢 支
裁判官 伊藤康博

佐賀地家裁
唐 津 支
裁判官 和田将紀

秋田地家裁
大 曲 支
裁判官 後藤英時郎

宇都宮地裁
民 事
次席書記官

岡崎 格

和歌山地裁 事務局次長 安達正広

岡山家裁
次 席
家裁調査官

森 拓二郎

札幌家裁
次 席
家裁調査官
飯野治彦

所属庁等 官 職 氏 名

和歌山地家裁
新 宮 支
裁判官 小野啓介

金沢地家裁
七 尾 支
裁判官 熊谷浩明

広島地家裁
三 次 支
裁判官 齊藤 敦

那覇地家裁
石 垣 支
裁判官 關 隆太郎

水 戸 地裁
民 事

次席書記官
高瀬美喜男

前橋地裁 事務局次長 宮澤康弘

大分家裁 事務局次長 福田興児

福島家裁
次 席
家裁調査官
松山富晴



【7斑】第3演習室 【8鉦】第3演習室

【9班】第3演習室 【10斑】第4演習室

【11鉦】第4演習室 【12斑】第4演習室

所属庁等 官 職 氏 名

千葉地家裁
一 宮 支
裁判宮 高原大輔

福岡地家裁
柳 川 支
裁判官 坂本隆一

長崎地家裁
大 村 支
裁判官 宮川広臣

松山地家裁
大 洲 支
裁判官 佐々木隆憲

宇都宮家裁
次 席
家裁調査官
宮崎浩幸

奈良地裁 事務局次長 藤本昌彦

那覇家裁
次 席
家裁調査官
有留茂已

札幌家裁
家 事
次席書記官
平野裕章

所属庁等 官 職 氏 名

水戸地家裁
麻生 支
裁判官 相澤千尋

神戸地家裁
社 支
裁判官 崇島誠二

金沢地家裁
小 松 支
裁判官 宮下尚行

長崎地家裁
島 原 支
裁判官 古賀秀雄

新潟家裁 事務局次長 田崎徳行

福井家裁
次 席
家裁調査官
白崎彰悟

熊本地裁
刑 事
次席書記官
後藤浩文

高知地裁 事務局次長 中條一郎

所属庁等 官 職 氏 名

水戸地家裁
日 立 支
裁判官 神田温子

津地家裁
伊 賀 支
裁判官 小川貴寛

福岡地家裁
直 方 支
裁判官 向井敬二

鹿児島地家裁
加治木支
裁判官 田之脇崇洋

新潟地裁
民 事
次席書記官
藍木陽一

岐阜地裁
刑 事
次席書記官

豊吉 健

長崎家裁
次 席
家裁調査官
柿澤秀樹

釧路地裁 事務局次長 山田和彦

所属庁等 官 職 氏 名

長崎地家裁
平 戸 支
裁判官 小林麻子

青森地家裁
五所川原支
裁判官 舘 洋一郎

旭川地家裁
稚 内 支
裁判官 濱岡恭平

徳島地家裁
阿南 支
裁判官 加藤 貴

静岡地裁 事務局次長 青柳年泰

福島家裁 次席書記官 鈴木 靖

高知家裁
次 席
家裁調査官
矢野英男

所属庁等 官 職 氏 名

静岡地家裁
掛 川 支
裁判官 新城博士

熊本地家裁
山 鹿 支
裁判官 數間 薫

旭川地家裁
留 萌 支
裁判官 田岡薫征

釧路地家裁
網 走 支
裁判官 渡貫昭太

高知地家裁
安 芸 支
裁判官 北村久美

長野家裁 事務局次長 大沼 剛

岡山地裁
民 事
次席書記官
矢原洋二

盛岡家裁
次 席
家裁調査官

板橋 毅

所属庁等 官 職 氏 名

熊本地家裁
阿蘇支
裁判官 鈴木 悠

函館地家裁
江差 支
裁判官 布施雄士

釧路地家裁
根 室 支
裁判官 鈴木一子

高知地家裁
須崎 支
裁判官 手塚隆成

静岡家裁
次 席
家裁調査官
佐藤和英

鹿児島地裁 事務局次長 小中野 浩

青森地裁 事務局次長 秋元 学

徳島地裁
民 事
次席書記官
阪上俊雄



平成29年度支部長研究会 （斑別名簿）

共同研究「平素の支部運営について」
研修のまとめ
［5月25日（木) 12:30～16:50]

〆

執務 庁 官 職 氏 名

水戸地家裁
龍ケ崎支
裁判官 國分硝子

前橋地家裁
太 田 支
裁判官 作原れい子

長野地家裁
上 田 支
裁判官 仁藤佳海

新潟地家裁
高 田 支
裁判官 石田憲一

神戸地家裁
伊 丹 支
裁判官 原 司

大津地家裁
彦根 支
裁判官 入江克明

執 務 庁 官 職 氏 名

津地家裁
伊勢 支
裁判官 伊藤康博

岐阜地家裁
大 垣 支
裁判官 細野なおみ

富山地家裁
高 岡 支
裁判官 遠藤俊郎

秋田地家裁
大館支
裁判宮 徳井 真

高松地家裁
丸 亀 支
裁判官 三上乃理子

松山地家裁
西 条 支
裁判官 田中_隆

執務 庁 官 職 氏 名

広島地家裁
尾道 支
裁判官 秋信治也

山口地家裁
周 南 支
裁判官 山口格之

佐賀地家裁
武 雄 支
裁判官 池田聡介

佐賀地家裁
唐 津 支
裁判官 和田将紀

大分地家裁
中 津 支
裁判官 澤井真一

熊本地家裁
八 代 支
裁判官 竹添明夫

執務 庁 官 職 氏 名

千葉地家裁
一 宮 支
裁判官 高原大輔

水戸地家裁
日 立 支
裁判官 神田温子

水戸地家裁
麻 生 支
裁判官 相澤千尋

甲府地家裁
都留 支
裁判官 大伴慎吾

神戸地家裁
社 支
裁判宮 崇島誠二

和歌山地家裁
新 宮 支
裁判官 小野啓介

執務 庁 官 職 氏 名

津地家裁
伊賀 支
裁判官 小川貴寛

金沢地家裁
小 松 支
裁判官 宮下尚行

金沢地家裁
七 尾 支
裁判官 熊谷浩明

広島地家裁
三 次 支
裁判官 齊藤 敦

秋田地家裁
大 曲 支
裁判官 後藤英時郎

松山地家裁
大 洲 支
裁判官 佐々木隆恋

執務 庁 官 職 氏 名

福岡地家裁
直 方支
裁判官 向井敬二

福岡地家裁
柳 川 支
裁判官 坂本隆一

長崎地家裁
大 村支
裁判官 宮川広臣

長崎地家裁
島 原支
裁判官 古賀秀雄

鹿児島地家裁
加治木支
裁判官 田之脇崇洋

那覇地家裁
石 垣支
裁判官 關 隆太郎

執務 庁 官 職 氏 名

静岡地家裁
掛 川 支
裁判官 新城博士

長崎地家裁
平 戸 支
裁判官 小林麻子

熊本地家裁
山 鹿 支
裁判官 數間 薫

熊本地家裁
阿蘇支
裁判官 鈴木 悠

徳島地家裁
阿 南 支
裁判官 加藤 資

高知地家裁
須崎 支
裁判官 手塚隆成

高知地家裁
安 芸 支
裁判官 北村久美

執務 庁 官 職 氏 名

青森地家裁
五所川原支
裁判官 舘 洋一郎

函館地家裁
江 差支
裁判宮 布施雄士

旭川地家裁
留 萌 支
裁判官 田岡薫征

旭川地家裁
稚 内 支
裁判官 濱岡恭平

釧路地家裁
網 走 支
裁判官 渡貫昭太

釧路地家裁
根 室 支
裁判官 鈴木一子



平成29年度支部長研究会
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平成29年度支部長研究会／平成29年度管理者研究会（支部運営） 共同研究冒頭説明「裁判所の組織」

裁判所の組織

裁判所組織の特徴

・裁判(官)の独立(憲法ﾌ6条3項）

->司法行政上の監督権の裁判への影響を排除

（裁判所法81条）

憲法上の要請を踏まえた組織運営が求めら
れる。



司法行政作用

・裁判作用を支える行政作用

①人的･物的資源の確保と円滑な運用

総務･人事･会計機能

②執務の質の確保･向上

指導監督･人材育成機能

司法行政作用

①製騨に直接的な影響を与えない総務.人
今上司の指揮監督権を通じて事務の適正と能率を
確保

雫判作用と接点を有する訟廷事務、裁判部の執
->裁判の独立への配慮と質の確保･向上を両立

撰嬢難鯛の裁判との接点は少なく’事



裁判部における司法行政

首席書記官(大法廷首席書記官等に関する
規貝lle条4項）

訟廷事務をつかさどる

一般執務を指導監督する

首席家裁調査官(首席家裁調査官等に関す
る規則1条3項）

一般執務と調査事務の指導監督

関係行政機関等との連絡調整

●

●

総括という権限

所長(裁判所法29条2項,31条の5)

支部長(下級規3条2項）

部総括(下級規4条4項）

->共通の権限としての｢総括」

『総括｣とは何か



総括とは

事務を担当する複数の機関の存在

本庁:裁判官会議事務局,訟廷,裁判部

支部:庶務課， （訟廷, ）裁判部

部：裁判官,書記官,事務官等

独自の指揮監督権はなく,複数の機関のとり
まとめの機能

●

●

総括とは

総括のためにすべきこと

①組織(内の各機関)の全体状況把握(実情把握）

②組織内の各機関の調整･助成(とりまとめ）

今組織としての機能を十分に発揮

->全体状況把握を前提に他の部署や機関と連携



裁判所の組織(支部編）

前提となる理解(支部の構造）
・地家裁支部の設置(裁判所法31条1項,31条の5)

。－人支部長と支部長発令(下級規3条1項）

・司法行政事務の委任(下級規20条1項,法秩職員規則2条2項）
・庶務課の設置(下級規24条2項）

今庶務課長の上司は本庁の事務局長(下級規24条s項）

･毒濡鰯冨窒詣の配置(同10条の2第'項),みなし部の定
･鑿諸鶴写書記官の設置(大法廷首席書記官等に関する規則5
・主任書記官による書記官の一般執務の指導監督(同5条3項）

善壊蕾季熱狂鶴瀞判所又は支部(首席家庭裁判所調査
｢組｣という組織の存在(同4条2項）

毒驍熱願墨書誓願蕊鬚篝調査官等に対する一般執

●

●
●



支部長の総括機能

・実情把握

籠騨癖熱鵜i謙蝋暑熱ぎれにおけ
②各機関の連携が十分に行われているか
今組織としての課題の発見

。とりまとめ

蛎専内の課題解決の支援(課題の指摘や相談への
②機関をまたがる調整(認識共有や解決方針の統一）
今支部内の連携をはかり,支部の機能を十分に発揮

一>支部の全体状況を把握して本庁と連携

支部の組織(地裁）

支部長

一

可
監
督
の



支部の組織(家裁）

支部長
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庶務係長



本庁の組織(地裁）
所長

判官
《
室 議

蜜

首席書記官
（民｡刑）

部総括
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本庁と支部の関係(家裁）
所長」二
I官会議

蟹
＝

事務局長 首席家裁調査官
任

首席書記官(家･少）

支部長

裁

．

括
向

総

奉拝毒記 主任家裁I I官

F軍霧菅一コ［ー蓉聴~可 書記官 家裁鯛査官

まとめ

①支部の全体状況把握(実情把握)の対象
複数の機関(指揮命令や指導監督の系列）

②支部における調整･助成(とりまとめ)の方法
それぞれの系列の特徴に応じた調整･助成

③本庁･支部連携の第一歩

「力強い情報流通」

支部:系列の特徴を理解した情報流通

本庁:支部の構造を理解した情報流通



【平成29年度支部長研究会】

【平成29年度管理者研究会(支部運営)】

「共同研究」進行表

～支部運営における本庁との連携について～

～割り当てられた教室に着席してください｡～
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〔班別討議①開始前配布〕

【平成29年度支部長研究会】

【平成29年度管理者研究会（支部運営） 】

｢共同研究」設題シート
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〔班別討議②開始時配布〕

【平成29年度支部長研究会】

【平成29年度管理者研究会（支部運営） 】

｢共同研究」設穎シート：その2
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〔班別討議③開始時配布〕

【平成29年度支部長研究会】

【平成29年度管理者研究会（支部運営） 】

｢共同研究」設題シート：その3
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〔討議開始前配布1～6班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（支部運営） 】

【平成29年度

【平成29年度

｢共同研究」事例シート

1

’

一 一二

|■■■■■■■■■■■■’

2 二 一

1 -
－

’ト

q

’3

ﾛ■■■

F 一一’
－一－

｜－一

4

I
D

－ ’

’

「 －一
－－一－

－－

i

■

|‐
一 ’

I

’
’
一
一
一
一
一
一 ’

－－－－ー

．一一一一二

5
－－－

’ ’

’

｢~－－1



6 1 ’

’

’
守
一 ’

’

7

I

■■■■■■

’8

’

’一 一 一一一一

■

9 1

’

_一 ‐ ’



〔討議開始前配布7～12班] (※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（支部運営） 】

【平成29年度

【平成29年度

｢共同研究」事例シート
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〔討議開始時配布1～6班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（支部運営） 】

【平成29年度

【平成29年度

｢共同研究」事例シート：その2
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〔討議開始時配布7～12班〕 （※共同研究終了後回収）

支部長研究会】

管理者研究会（支部運営） 】

【平成29年度

【平成29年度

『共同研究」事例シート：その2
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【平成29年度支部長研究会】

【平成29年度管理者研究会（支部運営)】

振り返りシート ～全体討議，帰庁後の実践に向けて～
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平成29年度支部長研究会講演「人権擁護について」

人権擁護について
（平成鯛年度支郵喪研究会）

一ジキャラクター
人KENまもる君

人権ｲ幸ジ

鰯人KENあゆみちゃん

平成Z9年5月25B
法務省人権擁護局長萩本修

ノ

1

| 目次 h

~－7、
！

一」些G ■ すじ f寺ﾛﾚ孟幸~＝再写記王号h､L 守争一宇園■～…~ーb一m 二凸■●■F一面■4－‐
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〆

１
２
ｓ
○
○
４
○
○

第
第
第
第

はじめに

法務省の人権擁瞳機関の仕組み

法務省の人権擁謹機関の活動

人権救済活動

人権啓発活動

人権擁謹行政の現状と課題

人権擁護行政の沿革

人権擁護行政を巡る最近の動き
、
､一 ー4－■ －令 一一二＝

』
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権とは？
０
１

○人権感覚とは？
ｰ

ノ

権課題○人

ﾌの人権課題興主な1
１

｡昨今の重要課題
一合一一◆
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I至扇7の人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等女性

子ども ホームレス
高齢者 性的指向

冑識る人驚讓引(ﾄﾗﾌｲｯｷﾝグ）
アイヌの人々 ：東日本大震災に起因する人権問題
外国人

HIV感染者。 等 ｜一 ー－－‐~一…一一一.一て~1
1． ・刑を終えて出所した人 一_…一一…－－－－－…－－－ノ

犯罪被害者等
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる人権侵害 if_関係繩と空灘笠室」

！

5

昨今の重要課題
鰯子ども

●

函インターネットによる人権侵害

8

園障害のある人 ｜ 2020年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ｡ハ9ﾗﾘﾝ

｜ 上．ﾂｸ競技大会の開催を
｜契機に、

畷外国人 ｜ を推進し､
を実現する

"LGBT(性的指向･性同一性障害｡ )

6
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法務省の人権擁護機関の所掌事務
法務省設置法(平成11年法律第9e号）弓

(所掌事務）

第4条法務省は､前条の任務を達成するため､次

に掲げる事務をつかさどる。
26 に係る 並びに被害の 及び予

防に関すること

2フ 及び民間における人権擁護運動の助長

に関すること

28人権擁護委員に関すること

29 に関すること
一

－
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一一一b－－－－口一展｡一一｡ー■昌一当

’
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国家と人権

国連は､人権の促進と保護に関する国の責務
について､何と言っているか？

ノ

崖人権を する 、

■人権を する

■人権を する

9

|法務省の人権擁護機関
法務省の人権擁謹機関の組織図《平成29年'月旧現在）

菫の組織体
,職j観交換など》

八J罐3姫謹塞

億濃鑓互靭漣縮･頴畠法務省く人権＃
『

振
鍵

全国人権擁護委員連合会

地万法務局
《入錐鱗篭調

法務局所在地以外の
府県庁所在地

(ほか北海道の函館・
旭川･釧路)42か所

ブ画ﾂﾀ人権擁護委員連合会
68か所), ･

東京･大阪?名古

屋6広島，福岡･仙
台｡札嶢･高松の8
か所 ロ

二 県驚篝=童琴臺’

一
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;……圖風窪……罵蕊…震=…=ゞ人権擁護委員
函二斧窪琴謬毒警雲=管=

I
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1

|ご存じですか？？
ノ

人KENまもる君，あゆみちゃん

唾漫画家やなせたかしさん
のデザイン。

人権の大切さを親しみや
すいキャラクターを通じ
て伝えようとするもの。

■

法務省の人権擁護機関及
び人権啓発活動ネット
ワーク協議会が行う啓発
広報活動に寄与

■

鰯
人櫛〆-斡弓ﾀ－

人K酬詫§君 AK酬鋤紡抽
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|圭務省の人権擁護機関の業務
I

1 ．人権救済活動
～過去・現在の特定の人権侵害の救済

（1）人権相談

（2）人権侵犯事件の調査処理

2人権啓発活動
～将来の人権侵害の予防のための不特定人への働きかけ

一

14
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人権救済活動で、j

l

（利)人権相談
常設人権相談所

特設人権相談所

みんなの‘人権1 10番(gO570-OO3-1 1
…”岳

女性の人権ホットライン（塾0570-070-8
…緯

子どもの人権1 10番(mO120-OO7－1 1

子どもの人権SOSミニレター

インターネット人権相談受付窓口

外国人のための入権相談所

（英語、中国語、韓国語、 語、 語、

■&

■

O)

10)

O)

.■

■

■

膜

屡

庫

語）

15

■一一一－＝－－画 一一一一一

I

溌溌賓宰--4芋
℃

灘
繍

塞忽琴

雲雲
毎部…'

…

上委鈩...･･･-、

鐸毒畳
L

､、、為
卜 ＝ぎぎ

_二雲→・ノ 、-－
ー

g鼬鎧

… －4

－－

ー

、

－－＝〆 ９
＄
Ⅱ

１
１
１

の
岨
づ
け

４
４
０
８
１
０
Ｊ
ロ
珊
呵
８
０
到
粥
８
４
３
》
蝋ｆ鰐

■
■
■
■
型
■
詞
刑
鰹
劉
凹
型
麹
■
■
霧
狛

鼻
り
づ
循

』
一
《一

一
ｐ

一

》

》
ゞ
上
５
３
日
■
且§

１

品ご＝,量話＝岳壷呈
歯

趣
鞠
填
鋼
固
雷
一
億

画
〒
６
守
二
庫
醒
兵
糠
田
嘩
院
軽
鋳
蜜
，
曇舞圃

＃
『
国
》
一
一
弓
画
『
璽
罰
『
》
画
一
周
一
■
臼
創
切
冒
ヱ
ｉ

切

且

■

。

■

●

■

二

■

■

●

〃

■

ｒ

Ｂ

４

ど

■

ｑ

○

ウ

“

●

ｐ

申

Ｐ

Ｃ

■

旧

○

６

９

７

■

弧

包

Ｅ

■

■

厚

甘

。

唾

!‘
D

I

O

Ｉ
ｄ
Ｊ
５
ｌ
ｑ
ｄ
１
Ｊ
１
０
０
ｑ
ｌ

や
ａ
ｂ
Ｑ
Ｄ
や
企
ａ
ｌ
Ｕ
凸
日
Ⅱ
、
Ｅ
ａ
ｅ
０
○
ｅ
Ｕ
ｌ
Ｂ

寺
。
季
毎
『
す
ｚ
辱
内
Ｕ
み
ぞ
■
も

ｊ
一
鰯
一
筆

一
鞠
一
灘

瀞
熱

一
》

麺
一
》
》

f章和ら廷顛埋聿､帝払丞赤心
．ま奇挙電‘●､砂も幸童謡｡，■

16

驍窯薩号----------字－．..~~.壷
垂 一マー壼了

一
＄
》
．
』
一》
一一』一一一』戸》一】

餌

、■



|~T-天罹救済活動
(2)人権侵犯事件の調査処理

己

可

17

例:インターネット事案
名誉殿損
プライバシー侵害肖像権忘れられる権利？
☆識別情報の摘示

【措置】相手方(書込みをした人)に対し
、 第三者(プロバイダ等)に対し

↓
・
↓

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件(開始）

2,”

2,m

1,麺

1皿

5m

0

H19 HZO HZa HZZ HZ3 HZ4 MS HZ6 H27 H28

18

｡

被害の申告等

凹

〆

、

調査
■

｡
ﾛ ｡

『 ▲

C

処理(措置＝援助、調整、要請、説示、勧告等）

*処理結果の通知

、
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一
一
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ユ,909

哩拶一一
ソ露ー手ツト…や西哩干蒔
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一ち方初《シー侵害

一うち名誉践擾
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｢Z-工程喜堯活藪
ー口引■一

「人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普

及させ、及びそれに対する国民の理解を深めるこ
とを目的とする広報その他の啓発活動をいう。」
（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条)

1

■法務省の人権擁護機関が行う人権啓発活動

’人権擁護機関の存在、その活動、人権課題の周知を図る
活動

・人権課題について理解を深め、他人の人権にも十分配慮
した行動がとれるようにするための 活動 一

19

人権啓発の意義･目的

(人権教育･啓発に関する基本計画第2章､3(1)）

国民の一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく
認識し､これを前提として他人の人権にも十分配慮した行
動がとれるようにすること

●

「人権とは何か｣､「人権の尊重とはどういうことか｣､｢人
権が侵害された場合に､これを排除し､救済するための制
度がどのようになっているか｣等について正しい認識を持
つとともに､それらの認識が日常生活の中で､その態度面、
行動面等において確実に根付くようにすること

●

20



＝

動重点目標動重点目標

｜
’ みんなで築こう人権の世紀

～考えよう相手の気持ち

未来へつなげよう違いを認め合う心～
日

9

21

’ 啓発活動強調事項

22

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

『女性の人権を守ろう｣ I
F子どもの人権を守ろう」 ’
塙齢者の人権を守ろう」

｡

.『障害を理由とする偏見や差別をなくそう」

｢同和問題に関する偏見や差別をなくそう』

『アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう」
p 旬

｢外国人の人権を尊重しよう」
●q

｢HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう」

｢刑を終えて出所した入に対する偏見や差別をなくそう」
■ ･

｢犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう』
寺

｢インターネットを悪用した人権侵害をなくそう」
■

｢北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう』 ； 、
● 争 二

｢ホームレスに対する偏見や差別をなくそう」

*

｢性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう」
申 ●

｢性自認を理由とする偏見や差別をなくそう」

｢人身取引をなくそう」

「東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう」
■
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1

人権啓発活動の具体例

シンポジウム・講演会。座談会・討論会。映
画会等の開催

スポーツ組織や民間企業と連携協力したイベ
ントの実施

全国中学生人権作文コンテストの実施
人権教室の実施

人権の花運動

人権啓発冊子｡DVD･ポスター・チラシ等
の作成

様々な媒体（テレビ・ラジオ･新聞・イン
ターネット等）の利用
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吉本興業との垂イアップ『週末よ｛弱と」
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|啓発活動の 子

へイトスピーチ啓発
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|人権擁護行政の沿革
人権擁瞳霊員法

(S40同和対策審議会答申）

同和対策事業特別措置法(10年時限法) S54(3年延長）

l (S56同和対策協議会意見具申）

地域改善対策特別措置法（5年時限法）

J (S61 地域改善対策協議会意見具申）

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

（5年時限法) H4 (5年一部延長)H9 (5年経過措置）

j (H8『地域改善対策協議会意見具申）

人権擁護施策推進法（5年時限法） －鼠人権擁護推進審議会

1． 7人権教育・人権啓発に関する施策の総合的な推進（1号答申）

3． 5人権救済制度の在り方（2号答申）

3． 12人権擁護委員制度の改革（2号追加答申）

■ S24

B S44

■ S57

■ S62

､迅

９
１
１
１

Ｈ
Ｈ
Ｈ

Ｈ
“
。
勘

■

↓ ・

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

人権教育・啓発に関する基本計画 H24(一鍵設置法≦
H14(自公政権)人権擁護法案
H24(民主党政権)人権委員会
H14(自公政権)人権擁護法案
H24(民主党政権)人権委員会

一設置法案
２
４

１
１
Ｈ
Ｈ

底
巳

(H23･－部変更） ‘
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(人権教育｡啓発白書）

平廟28年願

西毎年，国会に，政府が講じ
た人権教育及び人権啓発に
関する施策について報告
（人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律第8条）

、

人権教育･啓発白書
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■同じ内容のものを

「人権教育・啓発白書』とし
て刊行

学衡■註轟省 文逐肩

一

33
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|人権擁護行政を巡る最近の動き
厘国会の動向
Qいわゆる障害者差別解消法=H28｡4｡1施行
ロいわゆるへイトスピーチ解消法=H28｡6．3施行
□いわゆる部落差別解消推進法=H28｡12o16施行
QいわゆるLGBT法案(野党提案､継続審議中）

m2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会

画国際的な動き
画各種の人権条約、UPR2008年～
画ビジネスと人権（ラギー原則） 2011年

唾持続可能な開発目標(SDGS) 2015年

34
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| ・

|社会情勢に応じた啓発活動で
合

一外国人の人権に関する啓発一
巳

僅外国人の入国者は増加傾向
”平成28年2,322万人(過去最高）※再入国者を含む

、

外国人の人権に関わる様々な事案が発生

･飲食店などでの「外国人お断り」

･デモ等における特定の民族や国籍の人々を排斥す
る差別的言動（いわゆる「ヘイトスピーチ｣ ）

PJ1ノーグサボーターによる外国人差別と受け取
られかねない横断幕の掲示等

雇

－
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情勢に応じた啓発活動窪
ネット時代に対応した啓発一一

唇インターネットの を悪用した人権問題

が多発

の強さ、 の高さから被害が鷹

深刻化

pスマートフオンの普及に伴い、特に青少年層
を中心にインターネット上のトラブルが多発
（他人の名誉・プライバシー・肖像権を侵害
する書き込み、自分の個人情報｡プライバ
シーの安易な掲載など）
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| 奎柔課重入権 連携した人権教室の実施･NTTドコモなど携帯電話会社等と

被害者にも澱害者にもならないために」
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･啓発教材『あなたは大丈夫？

考えよう!インターネットと人権』
→全国の高校1年生等に配布

'9
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人権擁護|こ深い御理解を1
(人権擁護活動は「 」〕

人権ｲメージ
人K日Wまもる君里人KENあゆみちゃん
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